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 佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月29日 

                                     佐賀県公安委員会委員長  香  月  道  生    

 佐賀県公安委員会規則第４号 

   佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 佐賀県道路交通法施行細則（昭和35年佐賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （運転者の遵守事項）  （運転者の遵守事項） 

第11条 法第71条第６号に規定する車両等の運転者が遵守しなけれ

ばならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 

第11条 法第71条第６号に規定する車両等の運転者が遵守しなけれ

ばならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1)～(5) 略  (1)～(5) 略 

 (6) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）による自動車登録

番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するため

の物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、普通自動車（原

動機の大きさが、総排気量については、0.050リットル以下、定

格出力については、0.60キロワット以下のものを除く。）又は

大型特殊自動車を運転しないこと。 

 (6) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）による自動車登録

番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するため

の物を付着させて、大型自動車、普通自動車（原動機の大きさ

が、総排気量については、0.050リットル以下、定格出力につ

いては、0.60キロワット以下のものを除く。）又は大型特殊自

動車を運転しないこと。 

 (7)～(9) 略  (7)～(9) 略 

別表第１の３（第８条の２関係） 別表第１の３（第８条の２関係） 

路線名 区間 

 略  

県道鍋島停車場線 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3080番から

佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本柳2211番４

まで 

 略  
 

路線名 区間 

 略  

県道鍋島停車場線 佐賀市嘉瀬町大字扇町字五本松籠2477番10

から佐賀市鍋島町大字八戸溝字二本柳2211

番４まで 

 略  
 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 


